
18.1%

16.1%

9.1%

7.4%

10.0%

14.1%

25.2%

15.9%

17.0%

10.3%

8.1%

10.6%

14.1%

23.9%

0%
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15%
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30%
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（貯蓄現在高階級 万円以上－万円未満）

（世帯数分布）

1994年
（平均:71.0歳）

2014年
（平均:73.1歳）

（出所）総務省「全国消費実態調査」
（注１）高齢者は、1994年については60歳以上、2014年については65歳以上。
（注２）高齢者世帯（二人以上の世帯）は、「高齢者夫婦世帯（夫65歳以上、妻60歳以上の夫婦のみの世帯）」。

高齢者世帯（二人以上の世帯）

25.3%

11.2%

7.7%
9.3%

12.3%

34.2%

23.3%

13.4%

11.0% 11.2%

14.2%

26.9%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

～300 ～500 ～700 ～1000 ～1500 1500～

2014年
（平均：74.5歳）

（世帯数分布）

高齢者一人世帯

1994年
（平均：69.5歳）

○ 1994年から2014年までの間に、高齢者世帯における貯蓄現在高の高い世帯と低い世帯の割合が上昇しており、

二極化が進んでいる。

貯蓄現在高階級別 世帯数分布（高齢者世帯）（1994年→2014年）
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53.0 
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%
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B

（人づくり革命基本構想（H30.6）参考資料）
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親の所得と子の大学進学率

○ 親の所得が高いほど、子の４年制大学への進学率が高くなる傾向。

○ これにより、子の生涯賃金も高くなることが考えられる。

高校卒業後の予定進路（家計年収別） 学歴別生涯賃金

194.0
207.3 214.5

270.0

137.5 146.4

175.3

216.7

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

300.0

中学卒 高校卒 高専・短大卒 大学・大学院卒

男性

女性

（注）学校を卒業しただちに就職し、60 歳で退職するまでフルタイムの正社員を続ける
場合（同一企業継続就業とは限らない）。退職金を含めない。

（出典）「ユースフル労働統計2017－労働統計加工指標集－（独立行政法人労働政
策研究・研修機構）より。

（注１）「家計年収」は、父母それぞれの年収区分の中央値の合計をいう。

（注２）無回答は除く。「就職など」には就職進学、アルバイト、海外の大学・学校、家事手
伝い、家事手伝い・主婦、その他を含む。専門学校には各種学校を含む。

（出典）東京大学大学院教育学研究科大学経営・政策研究センター「高校生の進路追跡
調査第１次報告書」（2007年9月）より。
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54.8
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21.4

15.7
10.1

5.6

23.0
20.1 17.0 15.3

11.010.3 8.7 10.2 11.1
6.8

5.2 6.1 7.7 8.7

14.1

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0
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60.0

70.0

～400万円 ～600万円 ～800万円 ～1,000万円 1,000万円超

４年制大学 就職等 専門学校 短期大学 浪人、未定

（％） （百万円）
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２．相続税・贈与税の現状と課題 

② 制度的論点 
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相
続
税

遺産総額

遺産課税⽅式

○遺産総額に対して基礎控除・税率を適⽤
して税額を計算
○遺⾔執⾏⼈等が納税義務者となる

納税後の財産を
相続⼈が取得

（⽶） （独・仏）

遺⾔執⾏⼈等
が納税

遺産取得課税⽅式

○各⼈の遺産の取得額に対して基礎控除・
税率を適⽤して税額を計算
○相続⼈等が納税義務者となる

遺産総額

相続⼈等
が納税相続税 相続税

遺⾔の執⾏ 遺産分割等

相続⼈Aの
取得額

相続⼈Bの
取得額

相続⼈Aの
取得額

相続⼈Bの
取得額

相続税の課税方式の類型

法定相続分課税⽅式
（⽇本）

○相続税の総額を法定相続⼈の数と法定
相続分によって算出し、各⼈の取得財産
額の割合で按分
○相続⼈等が納税義務者となる

遺産総額

相続⼈等
が納税

相続税の総額

法定相続分 法定相続分

相続税 相続税
相続⼈Aの
取得額

相続⼈Bの
取得額

取得財産額で按分
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資産移転の時期の選択に中⽴的な税制（イメージ）

〇 資産の移転の時期（回数・金額含む）にかかわらず、納税義務者にとって、生前贈与と相続を通じた資産の総額に係る

税負担が一定となることを、「資産移転の時期の選択に中立的」という。

○ 贈与者（取得者）は、税負担を意識して財産の移転のタイミングを計る必要がなく、ニーズに即した財産の移転が促される。

一方で、意図的な税負担の回避も防止される。

○ 主要国（米・独・仏）では、贈与税・遺産税（相続税）の税率表が共通で、相続・贈与に係る税負担の中立性が確保される

制度を設けている。

移転の時期にかかわらず、相続・贈与に係る税負担は⼀定
資産の移転時期の選択に対して税負担が中⽴的

全ての財産が相続により移転する場合 複数回の贈与と相続により移転する場合

課税価格

税率
相続財産

相続に係る税額

課税価格

税率
① ② ③ ④

相続財産
⽣前贈与

相続に係る税額

贈与に係る税額

（例）同額の財産を移転する場合の税負担のイメージ
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（遺
産
税
方
式
）

米

①贈与税と遺産税は統合されており、
②一生涯の累積贈与額と相続財産額に対して一体的に課税

一生涯の生前贈与と
相続で税負担は一定

⇒資産移転の時期に

（遺
産
取
得
課
税
方
式
）

独

・
仏

①贈与税と相続税は統合されており、
②一定期間（独10年、仏15年）の累積贈与額と相続財産額に対して一体的に課税

一定期間の生前贈与と
相続で税負担は一定

⇒資産移転の時期に

（法
定
相
続
分
課
税
方
式
）

日

本

①贈与税と相続税は別体系であり、
②相続前３年間の贈与のみ相続財産額に加算して相続税を課税

①贈与税と相続税は別体系であるが、
②選択後の累積贈与額と相続財産額に対して一体的に課税

【暦年課税】
生前贈与と相続では
税負担が大きく異なる

⇒資産移転の時期に

【相続時精算課税】
選択後は生前贈与と
相続で税負担は一定

⇒資産移転の時期に

我が国と諸外国の相続・贈与に関する税制の比較

※ 過去贈与分に対応する税額（納付済みの実額）は、
遺産税額から控除（控除不足額は還付）

選
択
制

暦
年
課
税

死亡前３年以内
の贈与

それ以前の贈与
(暦年単位で課税)

相続

○ に相続税を課税相続
財産・・・

相続

精
算
課
税

相続
財産

○ に相続税を一体的に課税
・・・

選択前の贈与
（暦年単位で課税）

精算課税選択後の贈与

相続

相続
財産

○ に相続税を一体的に課税
・・・

それ以前の贈与 一定期間内の贈与※

※1

※2

相続生涯にわたる贈与※

遺産 ○ に遺産税（相続税）を一体的に課税
・・・

※ 過去贈与分に対応する税額（過去の累積贈与
額に現行税率表を適用した想定税額）は、相続
税額から控除（控除不足額は還付しない）

中立的

中立的

中立的でない

中立的

※1 死亡前３年間の贈与分に対応する税額
（納付済みの実額）は、相続税額から控除
（控除不足額は還付しない）

※2 選択後の累積贈与分に対応する税額
（納付済みの実額）は、相続税額から控
除（控除不足額は還付）
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⽶国の贈与税・遺産税【遺産課税⽅式】

〇 贈与時・相続時の双方で、生涯にわたる財産の移転額を累積して課税。

〇 税率表は、贈与税・遺産税で共通。税額控除（基礎控除に相当する部分）も、贈与税・遺産税で生涯累積。

⇒生涯にわたる税負担が一定となり、資産移転の時期に対して中立的。贈与税は、贈与段階で課税が完結。

年間基礎控除
（受贈者１⼈あたり1.5万ドル）

統合税額控除
（約458万ドル）

過去の累積贈与額 本年分の贈与額

本年分の
贈与税額

過去の
贈与税額

遺産税額

贈与時
• 年間基礎控除額を超える｢過去の
累積贈与額｣と｢本年分の贈与額｣
との合計額に累進税率を適⽤

• 統合税額控除額・過去の贈与税額
を控除

相続時
• 年間基礎控除額を超える｢過去の
累積贈与額｣と｢遺産額｣との合計
額に累進税率を適⽤

• 統合税額控除額・過去の贈与税額
を控除

過去の
贈与税額

税率

⽣涯にわたる財産の移転額

過去の累積贈与額 遺産額
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ドイツの贈与税・相続税【遺産取得課税⽅式】

贈与時
• ｢過去９年分の累積贈与額｣と
｢本年分の贈与額｣との合計額より
基礎控除額を差し引いた額に累進
税率を適⽤

• 過去９年間の贈与税額を控除

相続時
• ｢相続前10年以内の累積贈与額｣と
｢相続財産額｣との合計額より基礎
控除額を差し引いた額に累進税率
を適⽤

• 相続前10年以内の贈与税額を控除

（注）基礎控除の額は、財産取得者が⼦である場合。

基礎控除
（40万ユーロ）

過去９年分の累積贈与額 本年分の贈与額

本年分の
贈与税額

過去の
贈与税額

10年以前
の贈与額

基礎控除
（40万ユーロ）

相続前10年以内の累積贈与額 相続財産額

相続税額過去の
贈与税額

相続前10年超の贈与額

税率

相続前10年間の財産の移転額

〇 贈与時・相続時の双方で、過去10年間の財産の移転額を累積して課税。

〇 税率表は、贈与税・相続税で共通。基礎控除も、贈与税・相続税で10年間累積。

⇒一定期間の贈与・相続で税負担が一定となり、資産移転の時期に対して中立的。贈与税は、贈与段階で課税が完結。
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フランスの贈与税・相続税【遺産取得課税⽅式】

〇 贈与時・相続時の双方で、過去15年間の財産の移転額を累積して課税。

〇 税率表は、贈与税・相続税で共通。基礎控除も、贈与税・相続税で15年間累積。

⇒一定期間の贈与・相続で税負担が一定となり、資産移転の時期に対して中立的。贈与税は、贈与段階で課税が完結。

贈与時
• ｢過去14年分の累積贈与額｣と
｢本年分の贈与額｣との合計額より
基礎控除額を差し引いた額に累進
税率を適⽤

• 過去14年間の贈与税額を控除

相続時
• ｢相続前15年以内の累積贈与額｣と
｢相続財産額｣との合計額より基礎
控除額を差し引いた額に累進税率
を適⽤

• 相続前15年以内の贈与税額を控除

（注）基礎控除の額は、財産取得者が⼦である場合。

基礎控除
（10万ユーロ）

過去14年分の累積贈与額 本年分の贈与額

本年分の
贈与税額

過去の
贈与税額

15年以前
の贈与額

基礎控除
（10万ユーロ）

相続前15年以内の累積贈与額 相続財産額

相続税額過去の
贈与税額

相続前15年超の贈与額

相続前15年間の財産の移転額

税率
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